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特　集
　
そ
こ
で
、
緑
地
面
積
率
等
が
企
業
に

与
え
る
影
響
を
把
握
す
る
た
め
、
当
所

工
業
振
興
委
員
会
が
昨
年
２
月
に
行
っ

た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
回
答
44
社
）
で

は
、
「
事
業
（
計
画
）
上
、
規
制
が
影

響
し
た
こ
と
が
あ
る
」
「
こ
れ
か
ら
影

響
す
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
答
え
た
企

業
が
７
割
以
上
あ
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
設
備
の
新
設
や
更
新
等
の
際

に
事
業
（
計
画
）
を
縮
小
、
延
期
、
断

念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
が
あ

っ
た
こ
と
も
判
明
し
、
他
に
も
、
近
隣

地
域
と
比
べ
条
件
が
悪
く
、
他
市
へ
転

出
す
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
ざ
る
を
得

な
い
と
答
え
た
企
業
も
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
ま
ま
で
は
当
地
域
の
企
業
の
競

争
力
が
他
地
域
と
比
べ
低
下
し
、
企
業

活
動
に
も
マ
イ
ナ
ス
要
素
と
な
る
こ
と

か
ら
、
昨
年
５
月
に
釜
谷
和
明
会
頭
、

山
本
亜
也
夫
副
会
頭
、
岡
田
義
則
工
業

振
興
委
員
長
の
３
名
が
加
古
川
市
と
加

古
川
市
議
会
を
訪
れ
、
工
業
立
地
法
に

定
め
る
緑
地
面
積
率
の
緩
和
を
求
め
る

要
望
書
を
岡
田
康
裕
市
長
に
提
出
し
、

原
田
幸
廣
市
議
会
議
長
（
当
時
）
に
は

議
会
審
議
扱
い
と
な
る
請
願
書
を
提
出

し
ま
し
た
。

　
釜
谷
会
頭
は
、
緑
地
面
積
率
を
緩
和

す
る
こ
と
は
、
も
の
づ
く
り
産
業
の
維

持
・
発
展
や
、
新
た
な
市
外
企
業
の
誘

致
を
促
進
す
る
た
め
、
企
業
が
設
備
投

資
し
や
す
い

環
境
整
備
の

一
つ
と
し
て

当
地
域
の
経

済
活
性
化
に

繋
が
る
こ
と

か
ら
、
ス
ピ

ー
ト
感
を
も

っ
た
対
応
を

求
め
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
６
月
16
日
に
開
催
さ
れ
た

加
古
川
市
議
会
建
設
経
済
常
任
委
員
会

で
は
、
当
所
よ
り
請
願
し
た
「
工
場
立

地
法
に
よ
る
緑
地
面
積
率
等
の
緩
和
に

つ
い
て
」
が
審
査
さ
れ
、
第
１
回
目
と

な
る
こ
の
日
は
、
委
員
か
ら
、
加
古
川

で
規
制
緩
和
が
進
ん
で
い
な
い
理
由
を

問
う
声
や
、
緩
和
に
よ
り
緑
が
減
少
す

る
こ
と
に
対
し
、
「
市
民
に
理
解
し
て

も
ら
う
た
め
に
は
専
門
家
の
意
見
を
聞

い
た
ほ
う
が
よ
い
」
「
減
少
分
の
補
填

と
な
る
代
替
案
を
進
め
る
べ
き
」
と
の

意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
他
に
も
「
年
数
の
経
っ
た
設
備
も
多

く
、
更
新
時
期
に
来
て
い
る
の
で
一
定

の
緩
和
は
必
要
だ
。
環
境
に
与
え
る
影

響
を
検
証
し
、
過
去
数
値
と
の
比
較
も

必
要
」
と
、
環
境
に
考
慮
し
な
が
ら
規

制
緩
和
に
向
け
て
早
急
に
進
め
て
い
く

べ
き
と
、
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
ま
し

た
。

　
加
古
川
市
に
お
い
て
も
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
を
募
集
し
、
専
門
家
の
意
見

も
聞
く
な
ど
し
、
後
日
、
幾
度
の
委
員

会
で
の
協
議
を
経
て
、
３
月
25
日
に
開

催
さ
れ
た
市
議
会
（
定
例
会
）
本
会
議

に
お
い
て
、
緑
地
面
積
率
等
規
制
の
緩

和
条
例
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
４
月
１
日
よ
り
、
こ
の
条
例
の
施
行

と
あ
わ
せ
て
兵
庫
県
「
環
境
の
保
全
と

創
造
に
関
す
る
条
例
」
に
よ
る
緑
化
基

準
の
規
制
緩
和
も
開
始
さ
れ
て
い
ま
す
。

　今回の工場緑地率の緩和が企業にどれだけの影響をもたらすのか？メリットは？対象工場を有する会員
企業のご担当者にお聞きしました。

※工場立地法について詳しくは
　加古川市HP／経済産業省HPをご覧下さい。

●事業（計画）上、緑地面積率の規制が影響したことがありますか。
　※複数回答可（回答数：割合）
　・これまでに影響したことがある（20件：40％）
　・今後影響する可能性がある（16件：32％）
　・影響したことはなく、今後も影響しない（14件：27％）
　・その他（1件：1％）

●「影響したことがある」と答えた方は、事業（計画）に影響した内
　容はどのようなものですか。　※複数回答可（回答数：割合）
　・事業（計画）を縮小、延期、断念した（８件：38％）
　・緑地確保を工夫した（13件：62％）

●その他の意見など
　・大規模生産施設の導入となれば、現存する施設を緑地に変えるこ
　　とも考えないといけない。結果として、工場敷地外への緑地設置
　　や市外での事業実施の検討も視野に入る。
　・敷地を最大限活用できず、近隣市と比べ見劣りする。早く緩和し
　　ないと小野市や加西市へ企業が移転してしまう恐れがある。
　・緑地帯の有効活用（駐車場利用等）により、車通勤者の積極採用
　　など人材採用が有利になる。

工場立地法による緑地面積率等の規制緩和に関する
アンケート調査結果（概要）規制緩和を希望する声がある一方、下記のように環

境悪化を懸念する声もありました。
・緑地面積を下げること（＝植物の減少）で二酸化
　炭素の吸収量が減り、環境悪化が懸念される。最
　低基準５％は下げ過ぎではないか。
・国も農地保全に力を入れている今、なぜ緑地率の
　緩和なのか。
・喪失する緑地を補う施策、計画などはあるのか。
・屋上緑化を取り入れてはどうか。
・企業に対し、環境に対する地域貢献活動や、環境
　ボランティアへの支援活動の実施等を義務付けて
　はどうか。

パブリックコメントの内容
　加古川市は北部を中心に豊富な緑地を有し
ており、市内全域の緑地面積に占める工場緑
地面積は少ない。緩和による環境への影響は
軽微と考えており、企業への環境活動の義務
付けは予定していないが、周辺環境との調和
については引き続き指導を行う。
　屋上・壁面緑化は工場立地法における緑地
に含まれており緑地面積に算入可能で、今回の
緩和により、旧設備から省エネ化された新設
備に切り替わることで二酸化炭素の排出量が
抑制されることも期待されるので、企業には環
境に配慮した積極的な取組みを期待する。　

ハマダコンフェクト㈱　取締役　総務部長　井汲 泰 さん
　当社にとって最良のタイミングで緩和されたと喜んでいます。建屋を増設して、姫路工場と統
合を計画していましたが、従来の緑地面積率では工場増設と緑地確保は両立できず、借地で緑地
を確保する予定でした。従業員確保のため通勤の利便性も考え、郊外への工場進出は考えていま
せんでしたので、緑地面積率の緩和による恩恵は大きいです。緩和後は新工場棟を建築しても現
状の敷地内だけで緑地を確保できる上に、短時間労働者に必須の駐車場も増設できそうです。
　もちろん企業にとって環境対策は重要な課題で、従前よりフルタイム労働者については、CO2
排出抑制を目的に、主要駅より送迎バスを走らせマイカー通勤を減らす取り組みを続けてきました。工場増設にお
いても、エネルギー効率に優れた生産設備の導入で一歩進んだ工場として環境保全に取り組んでまいります。　
　

日本精化㈱　生産技術本部　加古川東工場長　藤本　昭一 さん
　近隣市町が早々に緑地面積率を緩和していく中、加古川市の緑地率の高さは事業展開のうえ
で制限される状況であり、今回の緩和によりメリットは多くあります。工業団地の限られた敷地
内で設備増設を繰り返してきましたが、一等地ともいえる場所を開けて緑地を確保しています。
今回の緩和により、外周フェンス沿いの緑地で基準を満たせる様なら、緑地部分を活用した設
備更新や新設が検討できる様になり、非常にありがたいです。
　当工場は以前よりエネルギー指定工場として、燃料もCO2排出量の少ない都市ガス化を進め

たり、加古川市の環境保全協議会の協定工場として、毎年、環境活動の報告を行うなど環境問題に積極的に取り
組んでいます。

専門家・市の意見

加古川市 経済産業省


